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(57)【要約】
【課題】プラグインハイブリッドや電気自動車用電源のような、極めて高い放電容量が求
められる非水電解質二次電池に使用可能な正極活物質を提供する。
【解決手段】ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色
座標が０＜ａ＜１０、－１．２＜ｂ＜２０．０、及び０＜Ｌ＜３０であり、かつ、組成式
がＬｉｗＮｉｘＭｎｙＣｏｚＯ２＋δで表される、非水電解質二次電池用正極活物質であ
る。その際、１．１＜ｗ＜１．５、０．１＜ｘ＜０．４、０．４＜ｙ＜０．９、０＜ｚ＜
０．２、ｗ＋ｘ＋ｙ＋ｚ＝２、－０．２＜δ＜０．２である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座標が０＜
ａ＜１０、－１．２＜ｂ＜２０．０、及び０＜Ｌ＜３０であり、かつ、組成式がＬｉｗＮ
ｉｘＭｎｙＣｏｚＯ２＋δで表される、非水電解質二次電池用正極活物質。
　その際、１．１＜ｗ＜１．５、０．１＜ｘ＜０．４、０．４＜ｙ＜０．９、０＜ｚ＜０
．２、ｗ＋ｘ＋ｙ＋ｚ＝２、及び、－０．２＜δ＜０．２である。
【請求項２】
　７００℃以上１０００℃未満で焼成されてなる、請求項１に記載の非水電解質二次電池
用正極活物質。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の非水電解質二次電池用正極活物質を含む、非水電解質二次電
池用正極。
【請求項４】
　請求項３に記載の非水電解質二次電池用正極を有する、非水電解質二次電池。
【請求項５】
　双極型非水電解質二次電池である、請求項４に記載の非水電解質二次電池。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の非水電解質二次電池を有する、組電池。
【請求項７】
　請求項４もしくは５に記載の非水電解質二次電池、または請求項６に記載の組電池を搭
載してなる、車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非水電解質二次電池用正極活物質に関する。より詳細には、本発明は、放電
容量を一層向上させた非水電解質二次電池用正極活物質に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池は高いエネルギー密度を示し、高電圧でもあることから小型携
帯機器端末や移動体通信装置の電源として広く使用されている。近年はハイブリッド電気
自動車（ＨＥＶ）、電気自動車（ＥＶ）や燃料電池車などのモーター駆動または補助電源
として用いられており、更なる高容量、高出力及び高サイクル耐久性が求められている。
【０００３】
　リチウムイオン二次電池用正極活物質としては、高率充放電性能や充放電サイクル性能
を目的にリチウムニッケルマンガンコバルト酸化物が開発されている。特許文献１では、
組成式がＬｉ（１＋ａ）［ＭｎｘＮｉｙＣｏｚＭｂ］Ｏ２で表されるリチウムニッケルマ
ンガンコバルト酸化物をリチウムイオン二次電池用正極活物質に用いることにより、さら
に高い安全性を有する当該正極活物質が得られると開示している。なお、上記式において
、Ｍは、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｏ及びＬｉ以外の元素であり、また、０≦ａ≦０．１、－０．１
≦ｘ－ｙ≦０．１、ｙ≦ｘ＋ｚ＋ｂ、０＜ｚ≦０．４、０．３≦ｘ、０．３≦ｙ、並びに
ｘ＋ｙ＋ｚ＋ｂ＝１である。さらに、特許文献１では、リチウムニッケルマンガンコバル
ト酸化物の色相は、ＪＩＳ標準色票Ｙ０５－３０Ｂに比較し、赤方向の色度を低くするこ
とが好ましい旨も開示されている。
【特許文献１】特開２００３－３１２１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献に開示された正極活物質は、プラグインハイブリッドや電
気自動車用電源に用いる上で、充放電容量が不十分であるという問題点があった。
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【０００５】
　そこで、本発明の目的は、プラグインハイブリッドや電気自動車用電源のような、極め
て高い放電容量が求められる非水電解質二次電池に使用可能な正極活物質を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間
であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座標及び組成式が特定範囲内の非水電解質二次電池用正極活
物質である。具体的には、前記Ｌ＊ａ＊ｂ系表色系色座標は、０＜ａ＜１０、－１．２＜
ｂ＜２０．０、及び０＜Ｌ＜３０である。さらに、前記組成式は、ＬｉｗＮｉｘＭｎｙＣ
ｏｚＯ２＋δで表され、その際、各パラメーターは、１．１＜ｗ＜１．５、０．１＜ｘ＜
０．４、０．４＜ｙ＜０．９、０＜ｚ＜０．２、ｗ＋ｘ＋ｙ＋ｚ＝２、及び、－０．２＜
δ＜０．２である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、非水電解質二次電池用正極活物質を従来に比して簡便な操作で得るこ
とができる。また、当該正極活物質を用いた非水電解質二次電池は、より高い放電容量を
示し、極めて高い放電容量を要求するプラグインハイブリッドや電気自動車用電源にも使
用可能であるため、工業上非常に有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　＜第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態は、非水電解質二次電池用正極活物質に係る。該正極活物質は、
ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座標が０＜ａ
＜１０、－１．２＜ｂ＜２０．０、及び０＜Ｌ＜３０であり、かつ、組成式がＬｉｗＮｉ

ｘＭｎｙＣｏｚＯ２＋δで表される。前記組成式における各パラメーターは、１．１＜ｗ
＜１．５、０．１＜ｘ＜０．４、０．４＜ｙ＜０．９、０＜ｚ＜０．２、ｗ＋ｘ＋ｙ＋ｚ
＝２、及び、－０．２＜δ＜０．２である。上記のような組成式は、本発明の属する分野
において、Ｌｉ過剰層状酸化物と称されることがある。なお、以下、本発明におけるＬｉ

ｗＮｉｘＭｎｙＣｏｚＯ２＋δを単に「Ｌｉ系複合酸化物」ともいう。
【０００９】
　本発明に係る非水電解質二次電池用正極活物質は、上記２つの要素、すなわち、上記Ｌ
ｉ系複合酸化物における特定範囲のＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座標及び組成比（モル比）を一
体不可分に有することを特徴とする。かかる２つの要素を一体不可分に有する場合であっ
て、上記Ｌｉ系複合酸化物を構成する遷移金属元素のうちマンガン（Ｍｎ）の平均価数が
上記所望の範囲内の場合、特定の色座標をとる。前記特定の色座標とは、従来の非水電解
質二次電池用正極活物質（黒色の外観）と比較して、青方向及び緑方向、並びに明度がよ
り高い数値をとるような色座標（電極への使用前；茶色の外観）である。これにより、活
物質の性能（充放電容量）を顕著に向上させることができることを本発明者らが見出した
のである。なお、本発明におけるＬｉ系複合酸化物をナノレベルで見ると、Ｌｉ２ＭｎＯ

３とＬｉｐ［ＮｉｑＭｎｒＣｏｓ］Ｏ２との複合体であって、Ｍｎは３価及び４価の混合
状態でありうる。そして、ｐ、ｑ、ｒ及びｓについては、０．９＜ｐ＜１．１、０≦ｑ≦
０．３、０≦ｒ≦０．３、及び０≦ｓ≦０．２でありうる。
【００１０】
　より具体的に説明すると、Ｌｉ系複合酸化物を生成するために仕込んだ各遷移金属元素
のモル比の和に対して、過剰に添加したリチウム（Ｌｉ）金属元素のうち、Ｌｉ金属サイ
トに収まりきらない過剰分が結晶構造中の遷移金属元素サイトに過不足なく侵入する。こ
れに加えて、Ｍｎの平均価数が４価から３価に近づくことでＬｉ２ＭｎＯ３の影響が大き
くなるために、一層高い放電容量を示す非水電解質二次電池用正極活物質が得られる。
【００１１】
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　上記した要素のうち、Ｌ＊ａ＊ｂ系表色系色座標中のａ値、ｂ値及びＬ値は、それぞれ
０＜ａ＜１０、－１．２＜ｂ＜２０．０、及び０＜Ｌ＜３０であることが好ましい。より
好ましくは、それぞれ１．６＜ａ＜８、－１．２＜ｂ＜１０．０、及び１０＜Ｌ＜２５で
あり、さらに好ましくは、それぞれ３＜ａ＜６、２．０＜ｂ＜５．０、及び１５＜Ｌ＜２
３である。上記した範囲内にある場合、上述のように、マンガン（Ｍｎ）の価数が所望の
範囲内となり、かつ、青方向及び緑方向、並びに明度がより高い数値をとるような色座標
（電極への使用前）をとることができる。
【００１２】
　本発明に係る非水電解質二次電池用正極活物質を得るための合成方法としては、特に限
定されることはないが、固相法、湿式混合、噴霧乾燥や共沈法などといった公知の方法が
選択可能である。
【００１３】
　また、本発明に係る正極活物質に用いられる金属元素としては、上記した４種類の金属
元素（Ｌｉ、Ｎｉ、Ｍｎ及びＣｏ）を必須に含むほか、その他の元素が含まれていてもよ
い。前記その他の元素としては、特に限定されることはないが、例えば、Ｂ、Ｆ、Ｎａ、
Ｍｇ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｐ、Ｓ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇ
ｅ、Ｓｅ、Ｓｒ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｉｎ、Ｓｎ、
Ｓｂ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｔｌ、Ｐｂ、ＢｉやＲｆなどが
挙げられる。前記その他の元素は、１種単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用
いてもよい。なお、上記した４種類の必須に含まれる金属元素のうちＮｉ、ＭｎおよびＣ
ｏの総和と、前記その他の元素とのモル比は、８０～９９．９：０．１～２０であること
が好ましく、９５～９９．０：１～５であることがより好ましい。
【００１４】
　Ｌｉ系複合酸化物を構成する４種類の金属元素（原料）の仕込みの組成比は、モル比換
算で、Ｌｉ：Ｎｉ：Ｍｎ：Ｃｏ＝１．１～１．５：０．１～０．４：０．４～０．９：０
．０～０．２であることが好ましい。すなわち、本明細書における組成比とは、モル比を
意味する。なお、本明細書では、例えば、上記に示された「１．１～１．５」は、１．１
を超えて１．５未満であることを意味する。上記範囲内の場合、上記した２つの要素の１
つである複合酸化物のモル比（価数）が所望のものとなり、有意に高い放電容量を示す非
水電解質二次電池用正極活物質が得られる。より好ましくは、前記各金属元素（原料）の
うち、Ｌｉのモル比を、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｃｏ、及び（前記その他の元素が含まれる場合には
）前記その他の元素のモル比の総和で除した値が、１．１を超えて１．５未満である。
【００１５】
　また、上記のＬｉ系複合酸化物を構成する４種類の必須な金属元素と酸素とのモル比は
、前記金属元素間のモル比が上記した範囲内であって、かつ、ｗ＋ｘ＋ｙ＋ｚ＝２の場合
に、－０．２＜δ＜０．２であることが好ましい。複合酸化物において、酸素の欠損は不
可避的に生じる。しかし、δが上記範囲内の場合には、酸素の欠損がたとえ生じたとして
も得られる正極活物質の性能（充放電容量）の低下を招くことは殆どない。なお、本発明
における正極活物質としてのＬｉ系複合酸化物は、組成の観点からいえば、１種単独であ
っても、２種以上の混合物であってもよい。
【００１６】
　このように、上記のＬｉ系複合酸化物の組成は、本発明において一体不可分の２つの要
素のうちの１つであるが、なかでもＭｎの平均価数が非常に重要である。この値を上記し
た好ましい範囲内とすることにより、特に充放電容量の高い正極活物質が得られる。
【００１７】
　本発明に係る正極活物質を用いた非水電解質二次電池は、上記した従来技術、例えば、
上記特許文献１に記載の発明が抱える問題を解決しうるのである。さらに、上記特許文献
１に記載の発明は、上記以外の更なる問題をも有している。かかる問題点とは、上記特許
文献に開示された正極活物質では、５０℃以上の高温環境下でリチウムイオン二次電池を
動作させる際に、当該二次電池の正極表面から電解質中に遷移金属元素成分が溶出し、充
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放電容量が低下しうる点である。特に、プラグインハイブリッドや電気自動車用電源で実
際に使用できるエネルギーである放電容量の低下は、実用上、本質的な問題となりうる。
これに対し、本発明に係る正極活物質を用いた非水電解質二次電池は、上述した通り、Ｌ
ｉ系複合酸化物の組成、及びその色合い（上記の色座標の値）が上記した好ましい範囲内
であることに起因して、遷移金属元素成分の溶出を効果的に抑制できる。
【００１８】
　また、本発明の非水電解質二次電池用正極活物質は、７００℃以上１０００℃未満で焼
成されてなることが好ましい。より好ましくは７５０℃以上９５０℃以下である。焼成温
度が７００℃以上の場合、該正極活物質を得るための反応が確実に進行し、かつ、工業上
、現実的な程度の反応時間に留めることができるため、好適である。また、焼成温度が１
０００℃未満の場合、反応の急速な進行を抑制し、遷移金属元素の価数制御を容易に実現
することができる。さらに、焼成温度によっては、仕込んだ原料である金属元素（その他
の元素も含みうる）がＬｉ系複合酸化物となる反応の過程で、当該金属元素の中で、一部
揮発しうるもの（例えば、Ｌｉ）もある。しかし、焼成温度が１０００℃未満の場合には
、かような金属元素の一部揮発によるモル比の変化（ズレ）が生じにくくなるため、所望
のモル比を有する非水電解質二次電池用正極活物質を容易に得ることができる。そして、
かようなモル比の変化（ズレ）が生じにくいということは常に一定の品質の正極活物質を
安定的に得ることができるため、非常に好適である。さらに、上記した範囲内の場合、上
記した青方向及び緑方向、並びに明度がより高い数値をとるような色座標（電極への使用
前；茶色の外観）を確実に得ることができるため、好適である。かかる意味において、本
発明に係る正極活物質を用いた非水電解質二次電池は、複合酸化物（Ｌｉ系複合酸化物）
の組成、及びその色合い（色座標の値）が上記した好ましい範囲内であることに併せて、
焼成温度が上記した範囲内にあることが好ましい。すなわち、前記組成、色合い（本発明
における色座標の値）及び前記焼成温度という３つの要素の相間関係に着目し、各々上記
した範囲内の値をとるように設計することによって、充放電容量の極めて高値な正極活物
質を得ることが可能となる。
【００１９】
　＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態は、上記第１実施形態により得られる非水電解質二次電池用正極
活物質を含む非水電解質二次電池用正極である。上記の非水電解質二次電池としては、特
に限定されることはないが、例えば、以下に示すリチウムイオン二次電池などが挙げられ
る。なお、以下では、上記正極、及び負極を共に含む、リチウムイオン二次電池用電極に
ついて説明する。
【００２０】
　非水電解質二次電池用電極は、正極集電体及び前記正極集電体上に形成されてなる正極
合剤を含む正極と、負極集電体及び前記負極集電体上に形成されてなる負極合剤を含む負
極と、を含有する。なお、前記正極合剤は、正極活物質、導電助剤及びバインダを含み、
前記負極合剤は、負極活物質、導電助剤及びバインダを含む。なかでも、本発明の特徴は
、上記第１実施形態において詳述した正極活物質、及びこれを用いてなる正極にある。な
お、以下で、単に「合剤」というときは、正極合剤及び負極合剤の両方を意味する。
【００２１】
　以下、適宜図面を参照しながら、上記した電極に関する好適な実施形態について詳細に
説明する。なお、各図面は説明の便宜上誇張されて表現されており、各図面における各構
成要素の寸法比率が実際とは異なる場合がある。
【００２２】
　［正極集電体及び負極集電体］
　正極集電体及び負極集電体としては、いずれも電池用の集電体材料として従来用いられ
ている部材が適宜採用されうる。一例を挙げると、正極集電体及び負極集電体としては、
アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）、鉄（Ｆｅ）、ステンレス（ＳＵＳ）、チタン
（Ｔｉ）または銅（Ｃｕ）が挙げられる。なかでも、薄膜に加工しやすく、安価であると
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いう点で、正極集電体としてはＡｌを用いることが好ましく、負極集電体としてはＣｕを
用いることが好ましい。さらに、これらの好ましい集電体を用いた場合、電子伝導性や電
池作動電位という観点からも優れた電極が得られる。
【００２３】
　集電体の一般的な厚さは、１０μｍ以上２０μｍ以下である。ただし、この範囲を外れ
る厚さの集電体を用いてもよい。集電体の大きさは、電池の使用用途に応じて決定される
。大型の電池に用いられる大型の電極を作製するのであれば、面積の大きな集電体が用い
られる。一方、小型の電極を作製するのであれば、面積の小さな集電体が用いられる。
【００２４】
　なお、後述する第３実施形態では、双極型でない積層型のリチウムイオン二次電池につ
いて詳説している。しかし、本発明における正極活物質及び負極活物質は、双極型リチウ
ムイオン二次電池に用いられてもよい。その場合、集電体として、正極集電体および負極
集電体を張り合わせて、その集電体の両面に、本発明における正極活物質層及び負極活物
質層を形成してもよい。あるいは、正極集電体及び負極集電体に対して兼用可能なＳＵＳ
やＴｉ等を、正極集電体及び負極集電体として用いることにより、本発明における正極活
物質層及び負極活物質層を形成してもよい。
【００２５】
　［正極活物質］
　正極合剤のうちの正極活物質としては、上記第１実施形態において詳述したものを好適
に使用できる。
【００２６】
　［負極活物質］
　負極合剤のうちの負極活物質としては、特に限定されることはないが、リチウム金属、
リチウム合金、リチウム遷移金属－複合酸化物、カーボン、あるいは、リチウムをドープ
または脱ドープできる材料が挙げられる。カーボンとしては、特に限定されることはない
が、例えば、天然黒鉛、人造黒鉛、膨張黒鉛等の黒鉛系炭素材料、カーボンブラック、活
性炭、カーボンファイバー、コークス、ソフトカーボン、ハードカーボン等が挙げられる
。天然黒鉛としては、鱗片状黒鉛などが挙げられる。人造黒鉛としては、ＭＣＭＢ（メソ
カーボンマイクロビーズ）、ＭＣＦ（メソフェーズカーボンファイバー）などが挙げられ
る。なかでも好ましくは、ＭＣＭＢである。ＭＣＭＢは、コールタールや石油系重質油を
４００℃前後で溶融すると小球体が生じ、この小球体を不活性雰囲気で熱処理して得られ
る。このとき、黒鉛構造の炭素六角形網目構造が一方向に積層した層状配向となっている
ため、リチウムイオンを取り込みやすく、負極材として好適に用いられうる。ＭＣＦにお
けるメソフェーズとは、重質油を加熱処理して得られる液晶状の物質で、これを紡糸、熱
処理するプロセスをコントロールすることにより黒鉛結晶配列を制御した炭素繊維が得ら
れる。負極活物質は、１種単独からなっても２種以上の材料が併用されてなってもよい。
【００２７】
　活物質（正極活物質及び負極活物質）の平均粒子径は特に制限されない。ただし、この
平均粒子径が大きすぎると、活物質の反応表面積が小さくなるか、または活物質の粒子の
内部におけるリチウムイオン伝導が活物質層におけるリチウムイオン伝導を律速してしま
うことになり、本発明の作用効果が充分に得られない虞がある。かような観点から、活物
質の平均粒子径は、好ましくは０．１μｍ以上２０μｍ以下である。ただし、これらの範
囲外のものも使用可能である。なお、本明細書における平均粒子径は、レーザ回折散乱式
粒度分布測定法により測定された値を採用するものとする。
【００２８】
　［導電助剤］
　上記合剤のうちの導電助剤として、特に限定されることはないが、炭素質材料が挙げら
れる。そして、前記炭素質材料としては、特に限定されることはないが、天然黒鉛、人造
黒鉛、コークス類やカーボンブラックなどが挙げられる。導電助剤は、１種単独からなっ
てもよいし、２種以上、例えば、人造黒鉛及びカーボンブラックを混合してなってもよい
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。上記電極が導電助剤を含む場合、電極内部における電子ネットワークが効果的に形成さ
れ、電池の出力特性の向上に寄与しうるため、好適である。
【００２９】
　［バインダ］
　上記合剤のうちのバインダとして、特に限定されることはないが、熱可塑性樹脂が挙げ
られる。前記可塑性樹脂としては、特に限定されることはないが、ポリフッ化ビニリデン
（ＰＶＤＦ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、四フッ化エチレン・六フッ化
プロピレン・フッ化ビニリデン系共重合体、六フッ化プロピレン・フッ化ビニリデン系共
重合体、四フッ化エチレン・パーフルオロビニルエーテル系共重合体、スチレンブタジエ
ンゴム（ＳＢＲ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、アクリロニトリル、ポリイ
ミドや合成ゴム系バインダなどが挙げられる。これらは１種単独で用いてもよいし、２種
以上を混合して用いてもよい。なお、これらのバインダは、Ｎ－メチル－２－ピロリドン
（ＮＭＰ）など、バインダが可溶な有機溶媒に溶解させたものを用いることもできる。
【００３０】
　また、フッ素樹脂とポリオレフィン樹脂とを、前記合剤中の前記フッ素樹脂の割合が１
質量％以上１０質量％以下となり、前記ポリオレフィン樹脂の割合が０．１質量％以上２
質量％以下となるように調整してなるバインダが好ましい。かかる場合、集電体と、合剤
中の活物質との結着性に優れ、また、加熱試験に代表されるような外部加熱に対するリチ
ウム二次電池の安全性をさらに向上できるので好ましい。
【００３１】
　ここで、集電体上に前記合剤を担持させる方法としては、従来公知の方法が使用可能で
あるため、特に制限されることはない。例えば、加圧成型する方法、または、溶媒などを
用いてペースト化し、集電体上に塗布乾燥後プレスするなどして固着する方法が挙げられ
る。
【００３２】
　＜第３実施形態＞
　本発明の第３実施形態は、上記第２実施形態で得られる非水電解質二次電池用電極を有
する、非水電解質二次電池である。
【００３３】
　本発明により得られる正極活物質及び負極活物質は、それぞれ、正極集電体及び負極集
電体の表面に形成され、双極型でない積層型（内部並列接続タイプ）の非水電解質二次電
池に用いることができる。以下、双極型でない積層型のリチウムイオン二次電池について
、図面を用いて概説するが、これらに制限されることはない。
【００３４】
　図１は、本発明のリチウムイオン電池の代表的な一実施形態である、双極型でない積層
型のリチウムイオン二次電池（以下、単にリチウムイオン電池ともいう）の全体構造を模
式的に表した断面概略図である。なお、積層の数についても特に制限はないが、好ましく
は５層以上３０層以下、より好ましくは１０層以上２５層以下である。
【００３５】
　図１に示すように、本実施形態のリチウムイオン電池１０は、実際に充放電反応が進行
する略矩形の発電要素（電池要素）２１が、外装であるラミネートシート２９の内部に封
止された構造を有する。詳しくは、高分子－金属複合ラミネートシートを電池の外装とし
て用いて、その周辺部の全部を熱融着にて接合することにより、発電要素２１を収納し密
封した構成を有している。
【００３６】
　発電要素２１は、正極集電体１１の両面に正極活物質層１３が配置された正極と、電解
質層１７と、負極集電体１２の両面に負極活物質層１５が配置された負極とを積層した構
成を有している。具体的には、１つの正極活物質層１３とこれに隣接する負極活物質層１
５とが、電解質層１７を介して対向するようにして、正極、電解質層および負極がこの順
に積層されている。
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【００３７】
　これにより、隣接する正極、電解質層および負極は、１つの単電池層１９を構成する。
従って、本実施形態のリチウムイオン電池１０は、単電池層１９が複数積層されることで
、電気的に並列接続されてなる構成を有するともいえる。また、単電池層１９の外周には
、隣接する正極集電体１１と負極集電体１２との間を絶縁するためのシール部（絶縁層）
（図示せず；後述する図４の符号３１を参照）が設けられていてもよい。発電要素２１の
両最外層に位置する最外層正極集電体には、いずれも片面のみに正極活物質層１３が配置
されているが、両面に活物質層が設けられてもよい。なお、図２とは正極および負極の配
置を逆にすることで、発電要素２１の両最外層に最外層負極集電体が位置するようにし、
該最外層負極集電体の片面のみに負極活物質層が配置されているようにしてもよい。
【００３８】
　正極集電体１１および負極集電体１２は、各電極（正極および負極）と導通される正極
集電板２５および負極集電板２７がそれぞれ取り付けられ、ラミネートシート２９の端部
に挟まれるようにしてラミネートシート２９の外部に導出される構造を有している。正極
集電板２５および負極集電板２７はそれぞれ、必要に応じて正極リードおよび負極リード
（図示せず）を介して、各電極の正極集電体１１および負極集電体１２に超音波溶接や抵
抗溶接等により取り付けられていてもよい。
【００３９】
　［活物質層］
　活物質層は活物質、導電助剤及びバインダを含み、必要に応じてその他の添加剤をさら
に含みうる。
【００４０】
　正極活物質層１２は、本発明に係る正極活物質を含む。ここで、前記正極活物質の具体
的な説明は、上記第１実施形態において行ったため、ここでは省略する。なお、正極活物
質層１２の厚み方向の厚さは、好ましくは１０μｍ以上５００μｍ以下、より好ましくは
２０μｍ以上２５０μｍ以下である。
【００４１】
　負極活物質層１５に含まれる負極活物質の具体的な説明は、上記にて行ったため、ここ
では割愛する。なお、負極活物質層１５の厚み方向の厚さは、好ましくは１０μｍ以上５
００μｍ以下、より好ましくは、２０μｍ以上２５０μｍ以下である。
【００４２】
　活物質以外に、前記活物質層には導電助剤及びバインダも含まれる。さらに、活物質層
に含まれうるその他の添加剤として、特に限定されることはないが、例えば、電解質塩（
リチウム塩）やイオン伝導性ポリマー等が挙げられる。導電助剤及びバインダについては
、上記で詳述したため、ここでは説明を省略する。
【００４３】
　電解質塩（リチウム塩）としては、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢ
Ｆ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＣＦ３ＳＯ３等が挙げられる。
【００４４】
　イオン伝導性ポリマーとしては、特に限定されることはないが、例えば、ポリエチレン
オキシド（ＰＥＯ）系やポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）系のポリマーなどが挙げられ
る。
【００４５】
　正極活物質層１２および負極活物質層１５中に含まれるこれら成分の配合比は、特に限
定されない。配合比は、リチウムイオン二次電池についての公知の知見を適宜参照するこ
とにより、調整されうる。
【００４６】
　［電解質層］
　電解質層は、液体、ゲル、固体のいずれであってもよい。電解質層として固体電解質（
詳しくは後述するが、高分子ゲル電解質、固体高分子型電解質及び無機固体型電解質の全
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てを含むものとする）を用いることにより漏液を防止することが可能となる。
【００４７】
　電解質層としてゲルポリマー電解質層（高分子ゲル電解質）を用いることで、電解質の
流動性がなくなり、集電体への電解質の流出を抑え、各層間のイオン伝導性を遮断するこ
とが可能になる。ゲル電解質のホストポリマーとしては、ＰＥＯ、ＰＰＯ、ＰＶｄＦ、ポ
リフッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレンコポリマー（ＰＶｄＦ－ＨＦＰ）、ＰＡ
Ｎ、ＰＭＡやＰＭＭＡ等が挙げられる。また、可塑剤としては、通常リチウムイオン電池
に用いられる電解液を用いることが可能である。
【００４８】
　上記ゲルポリマー電解質（高分子ゲル電解質）は、ＰＥＯ、ＰＰＯなどの全固体型高分
子電解質に、通常リチウムイオン電池で用いられる電解液を含ませることにより作製され
る。ＰＶｄＦ、ＰＡＮ、ＰＭＭＡなど、リチウムイオン伝導性のない高分子の骨格中に、
電解液を保持させたものも、ゲルポリマー電解質（高分子ゲル電解質）に含まれる。ゲル
ポリマー電解質（高分子ゲル電解質）を構成するポリマーと電解液との比率は、特に限定
されない。ポリマー１００％を全固体高分子電解質、電解液１００％を液体電解質とする
と、その中間体はすべてゲルポリマー電解質（高分子ゲル電解質）の概念に含まれる。ま
た、セラミックなどの無機固体などイオン伝導性を有する無機固体型電解質も全固体型電
解質に含まれる。よって、上記したように、本発明における固体電解質は、高分子ゲル電
解質、固体高分子型電解質及び無機固体型電解質の全てを含む。
【００４９】
　電解質層としては、具体的には、従来公知の材料として、（ａ）高分子ゲル電解質（ゲ
ルポリマー電解質）、（ｂ）全固体高分子電解質（高分子固体電解質、無機固体型電解質
）、（ｃ）液体電解質（電解液）を用いることができる。また、（ｄ）前記（ａ）～（ｃ
）に挙げた電解質を含浸させたセパレータ（不織布セパレータを含む）を電解質層として
用いることもできる。
【００５０】
　（ａ）ゲルポリマー電解質（高分子ゲル電解質）
　ゲルポリマー電解質（高分子ゲル電解質）とは、ポリマーマトリックス中に電解液を保
持させたものをいう。電解質としてゲルポリマー電解質を用いることで電解質の流動性が
なくなり、導電性高分子膜などの集電体層への電解質の流出を抑え、各層間のイオン伝導
性を遮断することが容易になる点で優れている。
【００５１】
　高分子ゲル電解質として用いるポリマーマトリックス（高分子）またはゲル電解質のホ
ストポリマーとしては、例えば、ポリエチレンオキシドを主鎖または側鎖に持つポリマー
（ＰＥＯ）、ポリプロピレンオキシドを主鎖または側鎖に持つポリマー（ＰＰＯ）、ポリ
エチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリメタクリル酸エ
ステル、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、ポリフッ化ビニリデンとヘキサフルオロプ
ロピレンの共重合体（ＰＶｄＦ－ＨＦＰ）、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）
及びそれらの共重合体が好ましい。なかでも、ＰＥＯ、ＰＰＯ及びそれらの共重合体、あ
るいは、ＰＶｄＦ－ＨＦＰを用いることがより好ましい。また、可塑剤としては通常リチ
ウムイオン電池に用いられる電解液を用いることが可能である。かかる電解液とは、電解
質塩を溶媒に溶かしたものであり、電解質としては、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌ
Ｏ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＴａＦ６、ＬｉＡｌＣｌ４、Ｌｉ２Ｂ１０Ｃｌ１０等の無機酸
陰イオン塩、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２

Ｎ等の有機酸陰イオン塩から選択される１種以上が好ましい。また、溶媒としては、エチ
レンカーボネート（ＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、γ－ブチロラクトン（Ｇ
ＢＬ）、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）及びジエチルカーボネート（ＤＥＣ）から選択
される１種以上が好ましい。
【００５２】
　本発明におけるゲル電解質中の電解液の割合としては、特に制限されるべきものではな
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いが、イオン伝導度などの観点から、数質量％以上９８質量％以下程度とするのが好まし
い。なかでも、電解液の割合が７０質量％以上（かつ９８質量％以下）であるような電解
液の多いゲル電解質の場合、特に本願所望の効果が得られるため、より好ましい。
【００５３】
　（ｂ）全固体型電解質（全固体高分子電解質、高分子固体電解質、無機固体型電解質）
　電解質として全固体型電解質（真性ポリマー電解質）を用いることで電解質の流動性が
なくなり、集電体層への電解質の流出がなくなり各層間のイオン伝導性を遮断することが
可能になる点で優れている。すなわち、前記真性ポリマー電解質は、上記のイオン伝導性
を有する固体高分子電解質であるマトリックスポリマーに支持塩（リチウム塩）が溶解し
てなる構成を有し、可塑剤である有機溶媒を含まない。従って、電解質層が真性ポリマー
電解質から構成される場合には電池からの液漏れの心配がなく、電池の信頼性が向上しう
る。
【００５４】
　全固体高分子電解質としては、例えば、ＰＥＯ、ＰＰＯ、これらの共重合体などの公知
の固体高分子電解質、セラミックなどのイオン伝導性を持つ無機固体型電解質が挙げられ
る。固体高分子電解質中には、イオン伝導性を確保するためにリチウム塩が含まれる。リ
チウム塩としては、ＬｉＢＦ４、ＬｉＰＦ６、ＬｉＮ（ＳＯ２ＣＦ３）２、ＬｉＮ（ＳＯ

２Ｃ２Ｆ５）２、またはこれらの混合物などが使用できる。
【００５５】
　（ｃ）液体電解質（電解液）
　液体電解質とは、電解質塩を有機溶媒（可塑剤）に溶かしたものが挙げられ、特に制限
されるべきものではなく、従来公知の各種液体電解質を適宜使用することができる。前記
電解質塩は、無機酸陰イオン塩及び有機酸陰イオン塩から選択される１種以上を含みうる
。前記無機酸陰イオン塩として、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６

、ＬｉＴａＦ６、ＬｉＡｌＣｌ４、Ｌｉ２Ｂ１０Ｃｌ１０等が挙げられる。一方、前記有
機酸陰イオン塩として、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５

ＳＯ２）２Ｎ等が挙げられる。
【００５６】
　前記溶媒としては、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、エチレンカーボネート（ＥＣ）
等の環状カーボネート類；ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、メチルエチルカーボネート
（ＭＥＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）等の鎖状カーボネート類；テトラヒドロフ
ラン、２－メチルテトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン
、１，２－ジブトキシエタン等のエーテル類；γ－ブチロラクトン（ＧＢＬ）等のラクト
ン類；アセトニトリル等のニトリル類；プロピオン酸メチル等のエステル類；ジメチルホ
ルムアミド等のアミド類；酢酸メチル、蟻酸メチルが挙げられる。そして、これら成分を
１種単独、または２種以上混合してなる、非プロトン性溶媒等の可塑剤（有機溶媒）を用
いたもの等が使用できる。
【００５７】
　（ｄ）上記電解質を含浸させたセパレータ（不織布セパレータを含む）
　セパレータに含浸させることのできる電解質としては、既に説明した（ａ）～（ｃ）と
同様のものを用いることができる。
【００５８】
　上記セパレータとしては、例えば、上記電解質を吸収保持するポリマーからなる多孔性
シート及び不織布を挙げることができる。
【００５９】
　多孔性シートとしては、例えば、微多孔質セパレータを用いることができる。該ポリマ
ーとしては、例えば、フッ素樹脂；ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）など
のポリオレフィン；ＰＰ／ＰＥ／ＰＰの３層構造をした積層体、ポリイミド、ナイロン、
（芳香族）アラミドが挙げられる。そして、セパレータの具体的な形態としては、上記し
た材料からなる微多孔膜、不織布や織布などの形態が挙げられる。また、前記セパレータ
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の厚みは、電池としての体積エネルギー密度が上がり、内部抵抗が小さくなるという観点
から、機械的かつ化学的な強度が保たれる限り、薄いほどよい。数値で表すと、５μｍ以
上２００μｍ以下が好ましい。電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）
、燃料電池自動車（ＦＣＶ）などのモータ駆動用二次電池などの用途においては、単層あ
るいは多層で４μｍ以上６０μｍ以下であることが好ましい。上記セパレータの微細孔径
は、最大で１μｍ以下（通常、数十ｎｍ程度の孔径である）、その空孔率は２０％以上８
０％以下であることが好ましい。
【００６０】
　不織布としては、綿、レーヨン、アセテート、ナイロン、ポリエステル；ＰＰ、ＰＥな
どのポリオレフィン；ポリイミド、アラミドなど従来公知のものを、単独または混合して
用いることができる。また、不織布の嵩密度は、含浸させた高分子ゲル電解質により十分
な電池特性が得られるものであればよく、特に制限されることはない。不織布セパレータ
の空孔率は５０％以上９０％以下であることが好ましい。さらに、不織布セパレータの厚
さは、電解質層と同じであればよく、好ましくは５μｍ以上２００μｍ以下であり、より
好ましくは１０μｍ以上１００μｍ以下である。厚さが５μｍ以上の場合には電解質の保
持性を向上させることができる。また、２００μｍ以下の場合には抵抗の増大を防止する
ことができる。
【００６１】
　なお、本発明の非水電解質二次電池の形状は特に限定されず、上記した双極型でない積
層型の電池、双極型電池のいずれであってもよい。なかでも、高エネルギー密度及び高出
力密度を共に実現可能な観点より、双極型非水電解質二次電池が好ましい。また、別の観
点から見た該二次電池の形状として、特に制限されることはないが、ペーパー型、コイン
型、円筒型、角型やアルミニウムラミネート型などがありうる。
【００６２】
　［シール部］
　シール部（周辺絶縁層とも称されている）は、電池内で隣り合う集電体同士が接触した
り、積層電極の端部の僅かな不ぞろいなどによる短絡が起こったりするのを防止するため
に単電池層の周辺部に配置されている（図１では、図示せず）。シール部としては、例え
ば、ＰＥ、ＰＰなどのポリオレフィン樹脂、エポキシ樹脂、ゴム、ポリイミドなどが使用
でき、耐蝕性、耐薬品性、製膜性、経済性などの観点からは、ポリオレフィン樹脂が好ま
しい。ただし、これらに何ら制限されるものではない。
【００６３】
　［タブ（正極タブ及び負極タブ）］
　電池外部に電流を取り出す目的で、各集電体に電気的に接続されたタブ（正極タブ（図
示せず、以下同じ）及び負極タブ（図示せず、以下同じ））が電池外装材の外部に取り出
されている。具体的には、図１に示すように各正極集電体１１に電気的に接続された正極
タブと、各負極集電体１２に電気的に接続された負極タブとが、電池外装材（図示せず）
であるラミネートシート２９の外部に取り出される。
【００６４】
　タブ（正極タブ及び負極タブ）を構成する材料は、特に制限されず、リチウムイオン電
池用のタブとして従来用いられている公知の高導電性材料が用いられうる。タブの構成材
料としては、例えば、アルミニウム、銅、チタン、ニッケル、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、
これらの合金等の金属材料が好ましく、より好ましくは軽量、耐食性、高導電性の観点か
らアルミニウム、銅などが好ましい。なお、正極タブと負極タブとの関係においては、同
一の材質が用いられてもよいし、異なる材質が用いられてもよい。また、各集電体１１、
１２を延長することにより正極タブ及び負極タブとしてもよいし、別途準備した正極タブ
及び負極タブを各集電体１１、１２に接続してもよい。
【００６５】
　［正極及び負極の端子リード］
　正極端子リード（図示せず、以下同じ）及び負極端子リード（図示せず、以下同じ）に
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関しても、必要に応じて使用する。例えば、各集電体１１、１２から出力電極端子となる
正極タブ及び負極タブを直接取り出す場合には、正極端子リード及び負極端子リードは用
いなくてもよい。
【００６６】
　正極端子リード及び負極端子リードの材料は、公知のリチウムイオン二次電池で用いら
れる端子リードを用いることができる。なお、電池外装材（図示せず）から取り出された
部分は、周辺機器や配線などに接触して漏電したりして製品（例えば、自動車部品、特に
電子機器等）に影響を与えないように、耐熱絶縁性の熱収縮チューブなどにより被覆する
のが好ましい。
【００６７】
　［電池外装材］
　電池外装材２２としては、従来公知の金属缶ケースを用いることができるほか、アルミ
ニウムを含むラミネートフィルムを用いた発電要素（電池要素）を覆うことができる袋状
のケースを用いることができる。該ラミネートフィルムには、例えば、ＰＰ、アルミニウ
ム、ナイロンをこの順に積層してなる３層構造のラミネートフィルム等を用いることがで
きるが、これらに何ら制限されるものではない。
【００６８】
　［リチウムイオン電池の外観構成］
　図２は、本発明に係るリチウムイオン電池の代表的な実施形態である積層型の扁平な非
双極型あるいは双極型のリチウムイオン二次電池の外観を表した斜視図である。
【００６９】
　図２に示すように、積層状の扁平なリチウムイオン電池５０では、長方形状の扁平な形
状を有しており、その両側部からは電力を取り出すための正極タブ５８、負極タブ５９が
引き出されている。発電要素（電池要素）５７は、リチウムイオン二次電池５０の電池外
装材５２によって包まれる。その周囲は熱融着されており、発電要素（電池要素）５７は
、正極タブ５８及び負極タブ５９を外部に引き出した状態で密封されている。ここで、発
電要素（電池要素）５７は、上述の図１に示した双極型でない積層型のリチウムイオン電
池５０の発電要素（電池要素）２１に相当する。すなわち、かかる発電要素（電池要素）
２１は、正極（正極活物質層）１３、電解質層１７、及び負極（負極活物質層）１５で構
成される単電池層（＝電池単位ないし単セル）１９が複数積層されたものである。
【００７０】
　なお、本発明のリチウムイオン電池は、図２に示すような積層状の扁平な形状のものに
制限されるものではない。例えば、巻回型のリチウムイオン電池では、円筒型形状のもの
であってもよい。また、こうした円筒型形状のものを変形させて、長方形状の扁平な形状
にしたようなものであってもよい。上記円筒型形状のものでは、その外装材に、ラミネー
トフィルムを用いてもよいし、従来公知の円筒缶（金属缶）を用いてもよく、特に制限さ
れるものではない。
【００７１】
　また、図２に示すタブ５８、５９の取り出しに関しても、特に制限されるものではなく
、正極タブ５８と負極タブ５９とを同じ辺から引き出すようにしてもよい。その一方、正
極タブ５８と負極タブ５９をそれぞれ複数に分けて、各辺から取り出しようにしてもよく
、図２に示すものに制限されるものではない。また、巻回型のリチウムイオン電池では、
タブに変えて、例えば、円筒缶（金属缶）を利用して端子を形成すればよい。
【００７２】
　また、上述の通り、本発明により得られるリチウムイオン二次電池用電極は、双極型の
非水電解質二次電池（以下、「双極型電池」ともいう）にも用いることができる。
【００７３】
　図３は、本発明のリチウムイオン電池の他の代表的な他の一実施形態である双極型の積
層型リチウムイオン二次電池（以下、単に双極型リチウムイオン電池とも称する）の全体
構造を模式的に表わした概略断面図である。しかし、本発明の技術的範囲はかような形態
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のみに制限されない。
【００７４】
　図３に示す本実施形態の双極型電池１０’は、実際に充放電反応が進行する略矩形の発
電要素（電池要素；積層体）２１が、電池外装材であるラミネートフィルム２９の内部に
封止された構造を有する。
【００７５】
　図３に示すように、本実施形態の双極型電池１０’の発電要素２１は、集電体１１の一
方の面に電気的に結合した正極活物質層１３が形成され、前記集電体１１の反対側の面に
電気的に結合した負極活物質層１５が形成された複数の双極型電極を有する。各双極型電
極は、電解質層１７を介して積層されて発電要素２１を形成する。なお、電解質層１７は
、基材としてのセパレータの面方向中央部に電解質が保持されてなる構成を有する。この
際、一の双極型電極の正極活物質層１３と前記一の双極型電極に隣接する他の双極型電極
の負極活物質層１５とが電解質層１７を介して向き合うように、各双極型電極および電解
質層１７が交互に積層されている。すなわち、一の双極型電極の正極活物質層１３と前記
一の双極型電極に隣接する他の双極型電極の負極活物質層１５との間に電解質層１７が挟
まれて配置されている。
【００７６】
　隣接する正極活物質層１３、電解質層１７、および負極活物質層１５は、一つの単電池
層（＝電池単位ないし単セル）１９を構成する。したがって、双極型電池１０’は、単電
池層１９が積層されてなる構成を有するともいえる。また、電解質層１７からの電解液の
漏れによる液絡を防止する目的で、単電池層１９の外周部にはシール部３１が配置されて
いる。該シール部３１を設けることで、隣接する集電体１１間を絶縁し、隣接する電極間
の接触による短絡を防止することもできる。なお、発電要素２１の最外層に位置する正極
側の最外層集電体１１ａには、片面のみに正極活物質層１３が形成されている。また、発
電要素２１の最外層に位置する負極側の最外層集電体１１ｂには、片面のみに負極活物質
層１５が形成されている。ただし、正極側の最外層集電体１１ａの両面に正極活物質層１
３が形成されてもよい。同様に、負極側の最外層集電体１１ｂの両面に負極活物質層１５
が形成されてもよい。
【００７７】
　さらに、図３に示す双極型電池１０’では、正極側最外層集電体１１ａに隣接するよう
に正極集電板２５が配置され、これが延長されて電池外装材であるラミネートシート２９
から導出している。一方、負極側の最外層集電体１１ｂに隣接するように負極集電板２７
が配置され、同様にこれが延長されて電池の外装であるラミネートシート２９から導出し
ている。
【００７８】
　図３に示す双極型電池１０’においては、通常、各単電池層１９の周囲にシール部３１
が設けられる。このシール部３１は、電池内で隣り合う集電体１１どうしが接触したり、
発電要素２１における単電池層１９の端部の僅かな不揃いなどに起因する短絡が起こった
りするのを防止する目的で設けられる。かようなシール部３１の設置により、長期間の信
頼性および安全性が確保され、高品質の双極型電池１０’が提供されうる。
【００７９】
　なお、単電池層１９の積層回数は、所望する電圧に応じて調節する。また、双極型電池
１０’では、電池の厚みを極力薄くしても十分な出力が確保できれば、単電池層１９の積
層回数を少なくしてもよい。双極型電池１０’でも、使用する際の外部からの衝撃、環境
劣化を防止するために、発電要素２１を電池外装材であるラミネートシート２９に減圧封
入し、正極集電板２５及び負極集電板２７をラミネートシート２９の外部に取り出した構
造とするのがよい。
【００８０】
　リチウムイオン電池１０と双極型電池１０’の各構成要件および製造方法に関しては、
双方の電池内の電気的な接続形態（電極構造）が異なることを除いては、基本的には同様
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である。そして、双極型電池１０’の各構成要件および製造方法に関しても、同様の構成
要件及び製造方法を適宜利用して構成ないし製造することができることは言うまでもない
。また、本発明のリチウムイオン電池１０および／または双極型電池１０’を用いて、組
電池や車両を構成することもできる。
【００８１】
　［非水電解質二次電池の製造方法］
　以下では、上記した第１～第３実施形態で得られる物の製造方法の一例を説明する。非
水電解質二次電池としては、特に限定されることはないが、例えば、リチウムイオン二次
電池などが挙げられる。なお、以下では、リチウムイオン二次電池の製造方法について説
明する。
【００８２】
　（活物質スラリー調製工程）
　本工程においては、本発明の特徴である正極活物質、及び負極活物質、並びに必要に応
じて他の成分（例えば、バインダ、導電助剤、電解質、重合開始剤など）を、溶媒中で混
合して、活物質スラリーを調製する。前記活物質スラリー中に配合される各成分の具体的
な形態については、上記の本発明の電極の構成の欄において説明した通りであるため、こ
こでは詳細な説明を省略する。
【００８３】
　本発明に係る非水電解質二次電池用正極活物質を製造する際に、複数の工程が焼成工程
であってもよい。なお、上記した焼成の温度は、いわゆる「本焼成」の条件を示し、仮焼
成については上記の温度範囲に限定されることはない。特に限定されることはないものの
、任意工程である仮焼成を行う場合には、一例として、その焼成温度は５００℃以上７０
０℃以下、焼成時間は１時間以上２０時間以下が好ましい。また、本焼成や仮焼成は、酸
化性雰囲気下で焼成されることが好ましい。
【００８４】
　溶媒の種類や混合手段は特に制限されず、電極製造について従来公知の知見が適宜参照
されうる。溶媒の一例としては、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、ジメチルホル
ムアミド、ジメチルアセトアミド、メチルホルムアミド等が挙げられる。バインダとして
ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）を採用する場合には、ＮＭＰを溶媒として用いるとよ
い。
【００８５】
　（塗膜形成工程）
　続いて、各集電体を準備し、上記で調製した活物質スラリーを当該集電体の表面に塗布
し、乾燥させる。これにより、集電体の表面に本発明に係る正極活物質スラリーからなる
塗膜が形成される。この塗膜は、後述するプレス工程を経て、活物質層となる。
【００８６】
　準備する集電体の具体的な形態については、上記の本発明の電極の構成の欄において説
明した通りであるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００８７】
　活物質スラリーを塗布するための塗布手段も特に限定されないが、例えば、自走型コー
タなどの一般的に用いられている手段が採用されうる。
【００８８】
　塗膜は、製造される電極における各集電体と活物質層との所望の配置形態に応じて、形
成される。例えば、製造される電極が双極型電極の場合、集電体の一方の面に本発明に係
る正極活物質を含む塗膜が形成される。なお、他方の面には本発明に係る負極活物質を含
む塗膜が形成される。これに対し、双極型でない電極を製造する場合には、本発明に係る
正極活物質または本発明に係る負極活物質のいずれか一方を含む塗膜が１枚の集電体の両
面に形成される。
【００８９】
　その後、集電体の表面に形成された塗膜を乾燥させる。これにより、塗膜中の溶媒が除
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去される。
【００９０】
　塗膜を乾燥させるための乾燥手段も特に制限されず、電極製造について従来公知の知見
が適宜参照されうる。例えば、加熱処理が例示される。乾燥条件（乾燥時間、乾燥温度な
ど）は、本発明に係る活物質スラリーの塗布量やスラリーの溶媒の揮発速度に応じて適宜
設定されうる。
【００９１】
　塗膜が重合開始剤を含む場合には、さらに重合工程を行うことで、塗膜中のイオン伝導
性ポリマーが架橋性基によって架橋される。
【００９２】
　重合工程における重合処理も特に制限されることはなく、従来公知の知見を適宜参照す
ればよい。例えば、塗膜が熱重合開始剤（ＡＩＢＮなど）を含む場合には、塗膜に熱処理
を施す。また、塗膜が光重合開始剤（ＢＤＫなど）を含む場合には、紫外光などの光を照
射する。なお、熱重合のための熱処理は、上記の乾燥工程と同時に行われてもよいし、当
該乾燥工程の前または後に行われてもよい。
【００９３】
　（プレス工程）
　続いて、前記塗膜形成工程を経て作製された積層体を積層方向にプレスする。これによ
り、本発明に係る電池用電極が完成する。この際、プレス条件を調節することにより、活
物質層の空隙率が制御されうる。
【００９４】
　プレス処理の具体的な手段やプレス条件は特に制限されず、プレス処理後の活物質層の
空隙率が所望の値となるように、適宜調節されうる。プレス処理の具体的な形態としては
、例えば、ホットプレス機やカレンダーロールプレス機などが挙げられる。また、プレス
条件（温度、圧力など）も特に制限されず、従来公知の知見が適宜参照されうる。
【００９５】
　＜第４実施形態＞
　［組電池］
　本発明の第４実施形態は、上記第３実施形態で得られる非水電解質二次電池を有する、
組電池である。
【００９６】
　本発明の組電池は、本発明のリチウムイオン電池を複数個接続して構成したものである
。詳しくは少なくとも２つ以上用いて、直列化あるいは並列化あるいはその両方で構成さ
れるものである。直列、並列化することで容量および電圧を自由に調節することが可能に
なる。なお、本発明の組電池では、本発明の双極型でない積層型のリチウムイオン電池と
双極型リチウムイオン電池を用いて、これらを直列に、並列に、または直列と並列とに、
複数個組み合わせて、組電池を構成することもできる。
【００９７】
　また、図４（４Ａ～４Ｃ）は、本発明に係る組電池の代表的な一実施形態の外観図であ
る。このうち、図４Ａは組電池の平面図であり、図４Ｂは組電池の正面図であり、図４Ｃ
は組電池の側面図である。
【００９８】
　図４Ａ～図４Ｃに示すように、本発明に係る組電池３００は、本発明のリチウムイオン
電池が複数、直列に又は並列に接続して装脱着可能な小型の組電池２５０を形成している
。この装脱着可能な小型の組電池２５０をさらに複数、直列に又は並列に接続している。
これにより、高体積エネルギー密度、高体積出力密度が求められる車両駆動用電源や補助
電源に適した大容量、大出力を持つ組電池３００を形成することもできる。図４Ａは、組
電池の平面図、図４Ａは正面図、図４Ｃは側面図を示している。作成した装脱着可能な小
型の組電池２５０は、バスバーのような電気的な接続手段を用いて相互に接続し、この組
電池２５０は接続治具３１０を用いて複数段積層される。何個の双極型でない積層型ない
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し双極型のリチウムイオン電池を接続して組電池２５０を作成するか、また、何段の組電
池２５０を積層して組電池３００を作製するかは、搭載される車両（電気自動車）の電池
容量や出力に応じて決めればよい。
【００９９】
　＜第５実施形態＞
　［車両］
　第５実施形態は、上記第３実施形態で得られる非水電解質二次電池、または上記第４実
施形態で得られる組電池を搭載してなる車両である。本発明に係る車両は、本発明の非水
電解質二次電池またはそれらを複数個組み合わせてなる組電池を搭載したことを特徴とす
るものである。
【０１００】
　かような電池を搭載すると、ＥＶ走行距離のより長いプラグインハイブリッド電気自動
車や、一回の充電による走行距離のより長い電気自動車を構成できる。言い換えれば、本
発明の非水電解質二次電池またはこれらを複数個組み合わせてなる組電池は、車両の駆動
用電源として用いられうる。
【０１０１】
　本発明の非水電解質二次電池用電極を用いた非水電解質二次電池またはそれらを複数個
組み合わせてなる組電池を、車両に用いることにより、上記に記載の効果を発揮する車両
となりうる。
【０１０２】
　車両としては、特に制限されないが、例えば、自動車ならばハイブリット車、燃料電池
車、電気自動車（いずれも四輪車（乗用車、トラック、バスなどの商用車、軽自動車など
）のほか、二輪車（バイク）や三輪車を含む）が挙げられる。また、他の車両、例えば、
電車などの移動体の各種電源であっても適用は可能であるし、無停電電源装置などの載置
用電源として利用することも可能である。
【０１０３】
　図５は、本発明の組電池を搭載した車両の概念図である。
【０１０４】
　図５に示したように、組電池３００を電気自動車４００のような車両に搭載するには、
電気自動車４００の車体中央部の座席下に搭載する。座席下に搭載すれば、車内空間およ
びトランクルームを広く取ることができるからである。なお、組電池３００を搭載する場
所は、座席下に限らず、後部トランクルームの下部でもよいし、車両前方のエンジンルー
ムでも良い。以上のような組電池３００を用いた電気自動車４００は高い耐久性を有し、
長期間使用しても十分な出力を提供しうる。さらに、燃費、走行性能に優れた電気自動車
、ハイブリッド自動車を提供できる。本発明の組電池を搭載した車両としては、図５に示
すような電気自動車のほか、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車などに幅広く適用でき
るものである。
【実施例】
【０１０５】
　本発明の効果を、以下の実施例及び比較例を用いて説明する。ただし、本発明の技術的
範囲が以下の実施例に示す形態のみに制限されるわけではない。
【０１０６】
　＜実施例１＞
　（１）リチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－１の作製
　硫酸ニッケル（ＩＩ）六水和物、硫酸マンガン（ＩＩ）四水和物、硫酸コバルト（ＩＩ
）七水和物を各遷移金属元素のモル比がＮｉ：Ｍｎ：Ｃｏ＝１７：５６：７となるように
秤量し、イオン交換水に添加して、２ｍｏｌ／Ｌの硫酸塩水溶液を調整した。この硫酸塩
水溶液の温度を２５℃に制御して一定速度で攪拌した。この硫酸塩水溶液に、０．２ｍｏ
ｌ／Ｌの水酸化アンモニウム水溶液を一定速度で滴下して、ｐＨの値を７．５に調整した
。その後、０．２ｍｏｌ／Ｌの水酸化アンモニウム水溶液と２ｍｏｌ／Ｌの炭酸ナトリウ
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ム水溶液とを、ｐＨ７．５で保持しながら一定速度で滴下して、沈殿物Ａ－１を得た。沈
殿物Ａ－１を、イオン交換水により洗浄、吸引ろ過して、剰余の水分を除去した。さらに
、１２０℃に保持した乾燥機内で、微量の水分を蒸発させて除去し、複合水酸化物Ｂ－１
を得た。複合水酸化物Ｂ－１を大気雰囲気中、５００℃に保持しつつ、５時間でかけて仮
焼成し、複合酸化物Ｃ－１を得た。複合酸化物Ｃ－１のうち、Ｎｉ、Ｍｎ及びＣｏについ
て、ＩＣＰ発光分光分析装置（型番：ＳＰＳ１５００ＶＲ、セイコーインスツルメンツ社
製）を用いて、組成分析を行った。その結果、複合酸化物Ｃ－１における組成と仕込み組
成とが一致することを確認した。その後、複合酸化物Ｃ－１と水酸化リチウム一水和物と
を、各金属元素のモル比がＬｉ：Ｎｉ：Ｍｎ：Ｃｏ＝１２５：１７：５６：７となるよう
に混合・粉砕して、混合原料粉末Ｄ－１を得た。混合原料粉末Ｄ－１を、大気雰囲気中、
９００℃、１２時間の条件で保持、焼成し、リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子Ｅ
－１を得た。Ｅ－１を目視観察したところ、茶色であった。
【０１０７】
　（２）粉末Ｘ線回折の測定
　上記（１）で得られたリチウムイオン二次電池用正極活物質粒子Ｅ－１について、粉末
Ｘ線回折の測定をした。測定には理学電機株式会社製のＲＵ－２００（回転対陰極型）を
使用し、以下の条件で行った。
【０１０８】
【表１】

【０１０９】
　リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子Ｅ－１の粉末Ｘ線回折測定の結果を図６に示
す。そして、図中の最上段に示されたピークと、２段目～４段目（最下段）に示されたピ
ークとを対比した。結果として、観測されたピーク（図中の最上段に示されたピークに相
当）は、Ｌｉ２ＭｎＯ３（単斜晶系構造）またはＬｉＮｉＯ２（α－ＮａＦｅＯ２型構造
）に属するものであった。
【０１１０】
　（３）色差計の測定
　上記（１）で得られたリチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－１を色差計にて測定し
たところ、ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座
標はそれぞれ、ａ＝４．３６、ｂ＝２．０９、及び、Ｌ＝１７．８９であった。
【０１１１】
　なお、参考までに、Ｌｉ２ＭｎＯ３からなるリチウムイオン二次電池用正極活物質粒子
について、Ｌ＊ａ＊ｂ系表色系色座標を上記条件で測定したところ、それぞれ、ａ＝３０
．４６、ｂ＝２６．１４、及び、Ｌ＝３９．４４であった。
【０１１２】
　（４）リチウムイオン二次電池の作製
　リチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－１　２０ｍｇと、導電剤且つバインダである
ＴＡＢ－２　１２ｍｇとを、混練後にペレット成形してリチウムイオン二次電池用正極を
得た。
【０１１３】
　上記で作製したリチウムイオン二次電池用正極、対極（負極）としてＬｉ金属、セパレ
ータとしてガラス濾紙、及び、電解液として、１．０ＭのＬｉＰＦ６を含有するエチレン
カーボネート（ＥＣ）とジエチルカーボネート（ＤＭＣ）との混合溶液（１：２のモル比
）を用いて、コイン型２極式セルを作製した。
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【０１１４】
　（５）充放電容量の測定
　上記のコイン型２極式セルを作製して２４時間経過後に、以下の条件で、定電流定電圧
充電及び定電流放電による充放電試験を開始した。
【０１１５】
　充電：充電電圧４．８Ｖ、充電時間８時間、充電電流密度０．２ｍＡ／ｃｍ２

　放電：放電電圧２．０Ｖ、放電電流密度０．２ｍＡ／ｃｍ２

　ただし、フォーメーションとして上限電圧を４．５Ｖ、４．６Ｖ及び４．７Ｖと、２サ
イクル毎に順次変化させた（計６サイクル）後に、上記の充放電条件により試験を実施し
た。得られた放電容量は２７５ｍＡｈ／ｇであった。
【０１１６】
　なお、参考までに、リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子がＬｉ２ＭｎＯ３からな
るものを用いた点以外は、上記と同様にして放電容量を測定したところ、得られた放電容
量は２１ｍＡｈ／ｇであった。
【０１１７】
　＜実施例２＞
　（１）リチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－２の作製
　実施例１中の複合酸化物Ｃ－１と水酸化リチウム一水和物とを、各元素のモル比がＬｉ
：Ｎｉ：Ｍｎ：Ｃｏ＝１３５：１７：５６：７となるように混合・粉砕した点以外は、実
施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子Ｅ－２を得た。Ｅ－２を
目視観察したところ、茶色であった。
【０１１８】
　（２）色差計の測定
　上記（１）で得られたリチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－２を色差計にて測定し
たところ、ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座
標はａ＝２．１１、ｂ＝－１．１０、及び、Ｌ＝１９．５２であった。
【０１１９】
　（３）リチウムイオン二次電池の作製
　リチウムイオン二次電池用正極活物質としてＥ－２を用いた点以外は、実施例１と同様
の方法・条件により、リチウムイオン二次電池を作製した。
【０１２０】
　（４）充放電容量の測定
　実施例１と同様の方法・条件で測定したところ、得られた放電容量は２５６ｍＡｈ／ｇ
であった。
【０１２１】
　＜実施例３＞
　（１）リチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－３の作製
　実施例１中の複合酸化物Ｃ－１と水酸化リチウム一水和物とを、各元素のモル比がＬｉ
：Ｎｉ：Ｍｎ：Ｃｏ＝１４０：１７：５６：７となるように混合・粉砕した点以外は、実
施例１にして、リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子Ｅ－３を得た。Ｅ－３を目視観
察したところ、茶色であった。
【０１２２】
　（２）色差計の測定
　上記（１）で得られたリチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－３を色差計にて測定し
たところ、ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座
標はそれぞれ、ａ＝１．６８、ｂ＝－０．９５、及び、Ｌ＝１９．１８であった。
【０１２３】
　（３）リチウムイオン二次電池の作製
　リチウムイオン二次電池用正極活物質としてＥ－３を用いた他は、実施例１と同様の方
法・条件によりリチウムイオン二次電池を作製した。
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【０１２４】
　（４）充放電容量の測定
　実施例１と同様の手順で測定したところ、得られた放電容量は２４５ｍＡｈ／ｇであっ
た。
【０１２５】
　＜実施例４＞
　（１）リチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－４の作製
　実施例１中の複合酸化物Ｃ－１と水酸化リチウム一水和物とを、各元素のモル比がＬｉ
：Ｎｉ：Ｍｎ：Ｃｏ＝１４５：１７：５６：７となるように混合・粉砕した点以外は、実
施例１と同様にして、リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子Ｅ－４を得た。Ｅ－４を
目視観察したところ、茶色であった。
【０１２６】
　（２）色差計の測定
　上記（１）で得られたリチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－４を色差計にて測定し
たところ、ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座
標はそれぞれ、ａ＝１．６０、ｂ＝－０．９２、及び、Ｌ＝１９．９８であった。
【０１２７】
　（３）リチウムイオン二次電池の作製
　リチウムイオン二次電池用正極活物質としてＥ－４を用いた点以外は、実施例１と同様
の方法・条件により作製した。
【０１２８】
　（４）充放電容量の測定
　実施例１と同様の手順で測定したところ、得られた放電容量は２２０ｍＡｈ／ｇであっ
た。
【０１２９】
　＜実施例５＞
　（１）リチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－５の作製
　上記実施例１中の混合原料粉末Ｄ－１を７００℃で焼成した点以外は、実施例１と同様
の手順にて合成して、リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子Ｅ－５を得た。Ｅ－５を
目視観察したところ、茶色であった。
【０１３０】
　（２）色差計の測定
　上記（１）で得られたリチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－５を色差計にて測定し
たところ、ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座
標はそれぞれ、ａ＝５．７０、ｂ＝５．８１、及び、Ｌ＝１８．５１であった。
【０１３１】
　（３）リチウムイオン二次電池の作製
　リチウムイオン二次電池用正極活物質としてＥ－５を用いた点以外は、実施例１と同様
の方法・条件により作製した。
【０１３２】
　（４）充放電容量の測定
　実施例１と同様の手順で測定したところ、得られた放電容量は２４５ｍＡｈ／ｇであっ
た。
【０１３３】
　＜比較例１＞
　（１）リチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－６の作製
　実施例１中の混合原料粉末Ｄ－１を１０００℃で焼成した点以外は、実施例１と同様に
して、リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子Ｅ－６を得た。Ｅ－６を目視観察したと
ころ、黒色であった。
【０１３４】
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　（２）色差計の測定
　上記（１）で得られたリチウムイオン二次電池用正極活物質Ｅ－６を色差計にて測定し
たところ、ＪＩＳ　Ｚ　８７２９により規定される色空間であるＬ＊ａ＊ｂ系表色系色座
標はそれぞれ、ａ＝２．４３、ｂ＝－１．２０、及び、Ｌ＝１８．９４であった。
【０１３５】
　（３）リチウムイオン二次電池の作製
　リチウムイオン二次電池用正極活物質としてＥ－６を用いた点以外は、実施例１と同様
の方法・条件により作製した。
【０１３６】
　（４）充放電容量の測定
　実施例１と同様の手順で測定したところ、得られた放電容量は２０１ｍＡｈ／ｇであっ
た。
【０１３７】
　上記実施例と比較例との結果の有意な差異は、上記の正極活物質のＬ＊ａ＊ｂ系表色系
色座標の値によるものである。さらに、上記比較例１では、焼成温度がＬｉの一部揮散を
生じさせうるほど高く、特性の劣る岩塩型結晶構造が一部生成することによると推測され
る。そのため、放電容量における上記実施例と比較例との結果の有意な差異が生じたもの
と考えられる。
【０１３８】
　＜参考例１＞
　（１）熱重量及び示差熱の同時分析
　実施例１で得られた混合原料粉末Ｄ－１について、熱重量（ＴＧ）及び示差熱（ＤＴＡ
）の同時分析を以下の条件で行った。なお、かかる同時分析に用いられる装置は、一般に
示差熱熱重量同時測定装置（ＴＧ／ＤＴＡ）と称される。
【０１３９】
【表２】

【０１４０】
　熱重量及び示差熱の同時分析の測定結果を図７に示す。図７中、上側の曲線は重量減少
曲線（ＴＧ、質量％）を示し、下側の曲線は示差熱曲線（ＤＴＡ、μＶ）を示す。重量減
少曲線（ＴＧ、質量％）を見ると、急激な減少が生じる交点は約６０℃、－２．５％であ
り、重量の急激な減少が収まる点が約１００℃、－１６．５℃であることが分かる。そし
て、その後は、１２００℃、－２６．６％という数値からも分かるように、緩やかな重量
の減少に留まる。一方、示差熱曲線（ＤＴＡ、μＶ）では、４０℃付近及び４１９℃付近
の融解による吸熱、及び７９℃付近の熱分解による発熱が見られる。
【０１４１】
　混合原料粉末を空気雰囲気で焼成することにより、本願所望の効果を十分に発揮するよ
うな高性能のリチウムイオン二次電池用正極活物質粒子を得るためには、好ましい焼成温
度が約４１９℃以上、より好ましい焼成温度が５００℃以上であることを見出した。なお
、上記「５００℃」とは、図２の重量減少曲線及び示差熱曲線を微視的に見た結果、導き
出したものである。さらに、反応に要する焼成時間を考慮すると、焼成温度を７００℃以
上とするのが特に好ましいことも見出した。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】本発明のリチウムイオン電池の代表的な一実施形態である積層型の扁平な双極型
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【図２】本発明に係るリチウムイオン電池の代表的な実施形態である積層型の扁平なリチ
ウムイオン二次電池の外観を模式的に表した斜視図である。
【図３】本発明のリチウムイオン電池の代表的な他の一実施形態である積層型の扁平な双
極型リチウムイオン二次電池の概要を模式的に表した断面概略図である。
【図４Ａ】本発明に係る組電池の代表的な実施形態を模式的に表した外観図であって、図
４Ａは組電池の平面図である。
【図４Ｂ】本発明に係る組電池の代表的な実施形態を模式的に表した外観図であって、図
４Ｂは組電池の正面図である。
【図４Ｃ】本発明に係る組電池の代表的な実施形態を模式的に表した外観図であって、図
４Ｃは組電池の側面図である。
【図５】本発明の組電池を搭載した車両の概念図である。
【図６】リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子Ｅ－１の粉末Ｘ線回折測定の結果を示
すグラフである。
【図７】熱重量及び示差熱の同時分析の測定結果を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１４３】
１０、５０　　リチウムイオン電池、
１０’　　双極型電池、
１１　　正極集電体、集電体、
１１ａ　　正極側の最外層集電体、
１１ｂ　　負極側の最外層集電体、
１２　　負極集電体、
１３　　正極、正極活物質層、
１４　　負極集電体、
１４ａ　　最外層負極集電体、
１５　　負極、負極活物質層、
１７　　電解質層、
１９　　単電池層（＝電池単位ないし単セル）、
２１、５７　　電池要素、発電要素、電池要素（発電要素；積層体）、
５２　　電池外装材、
２５　　正極集電板、
２７　　負極集電板、
２９　　ラミネートシート、ラミネートフィルム、
３１　　シール部、
５８　　正極タブ、
５９　　負極タブ、
２５０　　小型の組電池、
３００　　組電池、
３１０　　接続治具、
４００　　電気自動車。
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